	提案基準32　建築基準法第51条に規定するその他の処理施設（産業廃棄物処理施設）

	基本事項
	申請者
	住所
	

	
	
	氏名
	

	
	申請場所
	

	
	敷地面積
	　　　　　　　　　　　　　　㎡

	
	用　　途
	

	
	延べ面積
	　　　　　　　　　　　　　　㎡　　　

	適用の範囲
	□　建築基準法第51条に規定するその他の処理施設（産業廃棄物処理施設）であること。
□　都市計画においてその敷地の位置が決定しているもの。
□　建築基準法第51条ただし書きの規定に基づき、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可したもの。



	添付図書
	□　建築基準法第51条ただし書き許可証の写し
　　※相談時では「許可見込みがあるとして申請を進めていることがわかる協議記録等」

□　産業廃棄物処理施設の配置図
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	備考

	・□にチェックを入れてください。
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